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業
の
事
業
承
継
の
促
進
の
た
め
の
中
小
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業
に
お
け
る
経
営
の
承
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政
府
は
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

事
業
承
継
の
際
の
障
壁
と
な
っ
て
い
る
経
営
者
保
証
の
解
除
に
つ
い
て
は
、
本
法
に
よ
り
新
た
に
措
置
さ
れ
る
信
用
保
証

制
度
の
効
果
や
活
用
状
況
を
適
時
検
証
し
、
必
要
に
応
じ
更
な
る
対
応
策
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
。 

ま
た
、
経
営
者
保
証
に
依
存
し
な
い
融
資
を
一
層
促
進
す
る
た
め
、
「
経
営
者
保
証
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
及
び
同

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
特
則
の
周
知
を
図
る
と
と
も
に
、
中
小
企
業
と
金
融
機
関
の
橋
渡
し
役
と
な
る
経
営
者
保
証
コ
ー
デ
ィ
ネ

ー
タ
ー
等
が
効
果
的
に
機
能
し
、
適
切
な
運
用
が
促
進
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

 

二 

事
業
承
継
の
円
滑
化
が
我
が
国
経
済
の
持
続
的
な
成
長
や
地
域
に
お
け
る
雇
用
の
維
持
に
極
め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑

み
、
第
三
者
承
継
へ
の
更
な
る
支
援
や
中
小
Ｍ
＆
Ａ
市
場
の
活
性
化
等
の
施
策
を
適
切
に
講
ず
る
こ
と
。 

 

三 

中
小
企
業
の
海
外
展
開
支
援
に
つ
い
て
は
、
海
外
生
産
拠
点
の
分
散
化
や
国
内
生
産
拠
点
の
再
構
築
等
の
必
要
性
も
踏
ま

え
つ
つ
、
中
小
企
業
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
て
、
資
金
調
達
面
の
み
な
ら
ず
、
情
報
提
供
や
マ
ッ
チ
ン
グ
支
援
等
、
総
合
的
な

支
援
の
一
層
の
充
実
強
化
を
図
る
こ
と
。 

 

四 

各
種
計
画
制
度
に
つ
い
て
は
、
事
業
者
に
と
っ
て
使
い
勝
手
の
良
い
も
の
と
な
る
よ
う
引
き
続
き
適
切
な
見
直
し
を
行
う

と
と
も
に
、
そ
れ
ら
制
度
が
今
後
の
中
小
企
業
の
発
展
に
つ
な
が
る
よ
う
更
な
る
環
境
整
備
に
努
め
る
こ
と
。
な
お
、
計
画

の
申
請
手
続
に
つ
い
て
は
、
書
類
の
簡
素
化
等
に
よ
り
、
事
業
者
の
負
担
軽
減
を
図
る
と
と
も
に
、
事
業
者
間
の
デ
ジ
タ
ル
・

デ
バ
イ
ド
（
情
報
格
差
）
に
も
十
分
配
慮
し
つ
つ
、
計
画
の
電
子
申
請
を
推
進
す
る
こ
と
。 

 

五 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
る
中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者
の
廃
業
や
倒
産
を
回
避
す
る
た
め
、
予
算
・

税
制
・
金
融
面
で
の
必
要
な
支
援
策
の
検
討
を
含
め
、
万
全
の
対
策
を
講
ず
る
こ
と
。 
 

右
決
議
す
る
。 


